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適切な会計処理を進めるために

～令和6年度～

浜松市教育研究会

•資料 本日の冊子のものを指し
ます 資料１～６まであります

•№  研究部⾧提出文書（赤い
表紙の冊子）のものを指します
№１～№12まであります

１　研究部費について

　 基礎額
＋ ￥５００×登録実数
　　　　　
合計金額＝研究部費入金済の口座

★通帳
★キャッシュカード　(暗証番号）
　※ATMでの出金時…手数料は雑費

　　　　　　　　　(資料１　資料２）
【重要！】　残金は通帳に残したままでOK

２　講師謝礼について

　　支払総額の10.21％が、
　　　　　源泉徴収税（所得税+復興特別所得税）

　　・№9……「講師報告書」エクセルシート
　　・資料3…「源泉徴収税の計算」を利用して

≪例≫
①講師料：￥20,000
②交通費：￥13,000　　
　（領収書額）（本人が受け取る額）　（税額）
　　36,752円　＝　　33,000円　　　＋　3,752円

(１) 支払総額（領収書の金額）を計算する
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【通帳からＡＴＭで出金】

　〇本人が受け取る額　￥33,000

　〇税額　　　　　　　￥ 3,752　

　　　　　　　　合計　￥36,752

手数料が生じた場合は雑費で処理

（２）　通帳から３６７５２円を出金する

２　講師謝礼について

浜松磐田信用金庫の店舗ＡＴＭ利用について
　平日21：00まで利用可能であるが、
　硬貨で引き出しができるのは、平日の18:00まで

【注意！】

（２）　通帳から３６７５２円を出金する

２　講師謝礼について

浜松いわた信用金庫のＡＴＭ利用について

★平日21：00まで利用可能であるが、硬貨で引出しができるの
は、店舗設置のATMで平日の18:00まで
★平日18:00以降、土・日、祝日及び、営業店以外に設置され
ているＡＴＭでは、取り扱っていない。

【注意！】

　　　　　　　　　　　　　　

1.「報酬、料金、契約金及び賞金の　　　　
支払調書」（№11） 研究部長提出文書

2.「領収書」（№10) 研究部長提出文書　　　　　

3.「 報 領収済通知書」（納付書）
　　税金を納付する準備をしておいてください

２　講師謝礼について

（３）　講師を迎える前に謝金のほかに次の物を用意する
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２　講師謝礼について

（４） 謝金を支払い、次のことをする

　報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書を渡す
　事前にコピーをしておいてコピーを保管する

　領収書を書いていただく
　謝金を渡した日の日付、住所、お名前、押印

２　講師謝礼について

（５)　謝金支払い後に金融機関で納税をしてください

金融機関で「源泉徴収税」を納める

「 報 領収済通知書」に記入

２　講師謝礼について

（６）　支出調書を作成し、次の書類を添付

①「報酬、料金、契約金及び賞金の

　　支払調書」のコピー

②領収書

③領収日付印が押印された

　「 報 領収済通知書」(納付書）
  

３　会社や団体へ講師料を支払う場合

★源泉徴収は不要　（会社や団体が納税）

•支払いの前に会社や団体の「請求書」を受理

•講演終了後、支払いをし、会社や団体の「領収
書」を受理

　

　※小和田哲男氏→「オフィス小和田」

　※天竜病院の医師→「天竜病院」

　※浜北森林公園の講師→「指定管理者」

　★事務局に事前に連絡し、御確認ください。

【過去の例】

４　講師の交通費について

　講師への支払いはすべて講師謝礼
　　　　　
　なので源泉徴収の手続きが必要

例えば　
新幹線チケットを各部で旅行社に依頼
→講師に各部から送付。
→旅行社の請求により各研究部が支払い、旅
行社の領収書を受領することは可能。

５　会計報告について

(1)　金銭出納簿　（資料5・№5)

    代表顧問園長・校長に確認・押印

(2)　預金通帳・キャッシュカード

　★残金はおろさず、1月21日(火)の第３回

　　代表顧問校長・研究部長研修会の際に持参

(3)　支出調書(№4）・領収書

　★レシート等を貼付。
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５　会計報告について

(4)　研究部収支決算書(資料6・№6)

　　①日付は提出日

　　②代表顧問校長に確認・押印

　　③項目・摘要   

　（青い表紙のP10　別表で確認してください）

  

５　会計報告について

(5)会計報告書類の提出

　

　研究部収支決算書

　金銭出納簿

　支出調書

　を会計用のファイルに綴り、

令和7年1月15日(水)までに

　　　　　　　　　　連絡便等で提出

支出調書
支出調書

支出調書
金銭出納簿

収支決算書

６　会計報告書作成時の留意事項

①領収書の日付は実際に支払った日

②研究冊子などは「納品書」と「請求書」

③次年度の会場費前払い金の支出は×

④振込の明細書は現物　コピーは×

⑤12月・1月に消耗品⇒まとめ買いは×

⑥領収書とレシート

　具体の確認⇒レシートを最優先　

７　指摘があった例

①紙コップは　消耗品費

②ネット通販　請求書だけでなく領収書

③振込手数料　ATM手数料、登録料は雑費

④請求書　会社に講師料を払う場合必要

⑤印刷紙１１０箱　買いすぎでは

⑥消費税　商品代に含める

⑦支出番号　通帳の順番で番号をつける　

８　おわりに

適切な会計処理　　１０年保存が義務付け

　

※昨年度の会計報告書

　　　　　　　　参考に！　

　

★疑問等がありましたら、

　事務局にお問い合わせください。


